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税
証
明
書
の
不
正
な
取
得
を
未
然
に
防
止

し
、
み
な
さ
ん
の
個
人
情
報
を
守
る
た
め
に
、

所
得
証
明
書
や
課
税
証
明
書
な
ど
の
税
証
明

書
の
申
請
に
い
ら
し
た
か
た
の
身
分
の
確
認

を
よ
り
厳
正
に
行
い
ま
す
。

■
期
日

来
年
１
月
５
日
(月)
か
ら

■
対
象
窓
口

市
民
税
課
、
資
産
税
課
、
土

崎
支
所
、
新
屋
支
所

■
変
更
の
内
容

こ
れ
ま
で
の
押
印
に
代
わ

り
、
運
転
免
許
証
な
ど
「
請
求
者
の
身
分
を
確

認
で
き
る
書
類
」
の
提
示
が
必
要
に
な
り
ま
す

■
提
示
し
て
い
た
だ
く
書
類

運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
外
国
人

登
録
証
、
年
金
手
帳
な
ど
、
公
的
機
関
発
行

の
身
分
を
確
認
で
き
る
書
類

●
問
い
合
わ
せ
　
市
民
税
課

tel (

８
６
６)

２
０
５
４

公
売
に
参
加
さ
れ
る
か
た
は
、
印
鑑
と
買

い
受
け
代
金
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
代
理
人

の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。
最
低
公
売

価
格
は
、
３
万
円(

消
費
税
別)

で
す
。

と
き
／
12
月
18
日
(木)
午
後
１
時
〜

と
こ
ろ
／
市
職
員
研
修
棟(

市
役
所
裏)

２
階

●
問
い
合
わ
せ
　
納
税
課
納
税
担
当

tel (

８
６
６)

２
０
５
８

有
効
期
限
が
「
平
成
15
年
12
月
31
日
」
と

な
っ
て
い
る
バ
ス
の
１
日
乗
り
放
題
乗
車
券

を
お
持
ち
で
、
有
効
期
限
ま
で
に
使
用
す
る

予
定
の
な
い
か
た
は
、
下
記
の
窓
口
で
新
し

い
乗
車
券
と
の
交
換
を
お
願
い
し
ま
す
。

有
効
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
お
手
持
ち
の
乗

車
券
は
無
効
と
な
り
、
使
用
す
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
払
い
戻
し
や
交
換
も
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
交
換
期
間

12
月
20
日
(土)
〜
12
月
31
日
(水)

■
交
換
窓
口

秋
田
駅
前
案
内
所(

定
期
券
発

売
所)

、
長
崎
屋
バ
ス
案
内
所
、
市
役
所
１
階

バ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
市
交
通
局
中
央
営
業
所
、

秋
田
中
央
交
通
新
屋
案
内
所

●
問
い
合
わ
せ

市
交
通
局
管
理
課tel (

８
６
２)

３
８
９
１

秋
田
中
央
交
通
(株)tel (

８
２
３)

４
４
１
１

障
害
の
あ
る
か
た
の
、
有
料
道
路
の
割
引

制
度
が
12
月
１
日
か
ら
変
わ
り
ま
し
た
。

従
来
の
割
引
証
は
来
年
５
月
31
日
を
過
ぎ
る

と
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
割
引
証

を
お
持
ち
の
か
た
は
、
そ
れ
ま
で
に
障
害
福

祉
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

こ
の
改
正
に
よ
り
Ｅ
Ｔ
Ｃ
で
も
割
引
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

必
要
書
類
／
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育

手
帳
、
登
録
す
る
車
の
車
検
証
、
運
転
免
許

証
、
お
手
持
ち
の
割
引
証
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
を
ご
利

用
の
か
た
は
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
と
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載

器
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
申
込
書
・
証
明
書

■
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
購
入
代
金
を
助
成

(財)
道
路
サ
ー
ビ
ス
機
構
で
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
を

利
用
し
て
障
害
者
割
引
制
度
を
受
け
る
か
た

MATION
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INFOR-

３
バ
ス
の
１
日
乗
り
放
題

乗
車
券
を
交
換
し
ま
す

有
料
道
路
の

障
害
者
割
引
制
度

４

12月は「市税完納強調月間」です。
納期限の過ぎた市税をまだ納めてい
ないかたは、12月中に納付するよ
うお願いします。市税の納付には便
利な口座振替をご利用ください。

納期限は１月５日(月)

問い
合わせ

納税課tel(866)2059
国保年金課tel(866)2189

市税の納期内納付にご協力を
納税は豊かな市政の活力源

今月が
納期の
市税

固定資産税第３期
国民健康保険税第６期

青少年の悩みや心配事は「わかくさ相談電話」へどうぞ tel(８６２)３２２５(わかくさ相談電話専用)
月曜日～金曜日(祝日を除く) 午前９時～午後４時　面接相談にも応じます。お気軽にご相談ください。

▲
▲

１
税
の
証
明
書
を

請
求
す
る
際
に

免
許
証
な
ど
の
提
示
を

電
話
加
入
権
を

公
売
し
ま
す

２

平成16年３月の「地域福祉計画」
の策定に向けて、地域のみなさん
と市の職員が、ひざをまじえ話し
合う場です。12月の予定は下記の
とおりです。詳しくは福祉総務課
へ。tel(866)2092

地域の暮らし
おしゃべりネット

地域づくりを話し合おう！

�

�



先
着
15
万
人
に
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
車
載
器
購
入
代
金

の
一
部
と
し
て
、
１
人
１
万
円
を
助
成
し
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
(財)
道
路
サ
ー
ビ
ス
機

構
へ
。tel

０
３(

５
４
５
８)

５
５
６
９

●
問
い
合
わ
せ

障
害
福
祉
課

tel (

８
６
６)

２
０
９
３

商
業
観
光
課
で
は
、
秋
田
市
の
隠
れ
た
観

光
資
源
に
つ
い
て
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら

情
報
を
集
め
て
い
ま
す
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
美
し
い
自
然
や
散
策
路
、
イ
ベ
ン
ト
、

お
も
し
ろ
い
建
物
、
珍
し
い
食
べ
物
な
ど
、

な
ん
で
も
結
構
で
す
。

観
光
資
源
の
内
容
・
位
置
・
調
理
法
な
ど

と
、
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
を
書
い
て
、

フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
、
は
が
き
な
ど
で
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

〒
０
１
０
ー
８
５
６
０
秋
田
市
山
王
一
丁
目

１
ー
１
　
秋
田
市
商
業
観
光
課tel (

８
６
６)

２
１
１
２
　
フ
ァ
ク
ス(

８
６
６)

２
４
２
５

Ｅ
メ
ー
ル
　ro-incm

@
city.akita.akita.jp

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
情
報
は
今
後
の
観
光

振
興
施
策
に
役
立
て
る
と
と
も
に
、
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
す
る
予
定
で
す
。

平
成
16
年
度
に
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事

や
物
品
の
入
札
に
参
加
す
る
業
者
の
追
加
登

録
を
受
け
付
け
ま
す
。
申
請
要
領
と
申
請
用

紙
は
そ
れ
ぞ
れ
の
受
付
場
所
の
ほ
か
、
秋
田

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
市
外
の
建
設
業
者
用
と
測
量
・

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
用
の
申
請
用
紙
は
、
東
北

建
設
協
会
秋
田
支
所tel (

８
２
３)

３
１
４
８

で
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

１
月
13
日
(火)
〜
２
月
16
日
(月)

(

土
・
日
、
祝
日
を
除
く)

■
受
付
場
所
▼
市
発
注
の
建
設
工
事
、
工
事

用
資
材
、
測
量
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
＝

契
約
課
工
事
契
約
担
当tel (

８
６
６)

２
１
６
５

▼
市
発
注
の
物
品
、
製
造
請
負
＝
契
約
課
用

度
担
当tel (

８
６
６)

２
０
２
２

契
約
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/fn/cn/

▼
水
道
局
発
注
の
建
設
工
事
、
工
事
用
資
材
、

測
量
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
物
品
＝
水
道
局

総
務
課
管
財
係tel (

８
２
３)

８
４
３
４

水
道
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/w

t/keiyaku/

建
設
工
事
や
物
品
の

入
札
参
加
業
者
の

追
加
登
録
を
受
け
付
け

６

社
会
福
祉
事
業
功
労
者

と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
か

ら
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

表彰おめでとう

秋田駅東拠点地区土地区画整理
事業では、宅地１区画の購入申し
込みを受け付けています。秋田駅
東口のＪＲこまち駐車場に隣接
し、駅東口まで歩いて３分。来年
の夏には北側の街区に拠点センタ
ーがオープンの予定です。 293.29㎡

約3,549万円

面積

売却価格

秋田駅東拠点地区の
保留地を売却します

まちづくり整備室
tel(866)2156

申し込み

年金に関する
不審な電話や訪問にご注意を！
秋田市内でも、厚生労働省などの者と名乗る人間か

ら「今受け取っている年金のほかにも年金を受給でき
ることになりました。課税し忘れたので、至急口座に
振り込むか、納付書を送付しますので納付してくださ
い」という偽りの電話が数件ありました。
年金の過払い金や返納など、現金振り込みの連絡を

電話ですることはありません。不審な電話や訪問があ
りましたら、社会保険事務所へお問い合わせください。

秋田社会保険事務所年金給付課tel(865)2379問い合わせ

表彰おめでとう
民生委員・児童委員 近藤貞子さん(後列左)、伊
藤清司さん(後列中)
民生委員優良活動団体 広面地区民生児童委員協
議会…代表の鈴木彪四郎さん(前列中)、梅森鈴子
さん(前列左から２人目)、庄司次作さん(前列左)
社会福祉施設従事者 村上京子さん(前列右から
２人目)、佐々木ヒサ子さん(前列右）
福祉事務所職員 保坂務さん(後列右)

年末の交通安全県民総ぐるみ運動
12月11日(木)～20日(土)

急がずに
マナーとゆとりで

交通安全
運動の重点は、高齢者の交通事故防止、飲

酒運転の徹底追放、スリップによる交通事故
防止です。みんなで交通ルールを守り、年末
の交通事故を防ぎましょう。

12月は飲酒運転追放強調月間
県民の力でなくそう飲酒運転

運転するなら酒を飲まない

酒を飲んだら運転しない

飲んだ人には運転させない

運転する人にはすすめない

秋
田
市
の
観
光
情
報
を

教
え
て
く
だ
さ
い

５

飲
酒
運
転

４し

な
い
運
動
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